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知的財産権の種類 

 
知的財産権 

（知的所有権） 

営業標識についての権利 知的創造物についての権利 

特許権（特許法） 

○「発明」保護 

○出願から２０年（一部２５年以内に延長） 

は、産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）を表

す。 

実用新案権（実用新案権） 

○物品の形状等の考案を保護 

○出願から１０年 

意匠権（意匠法） 

○物品のデザインを保護 

○登録から２０年 

著作権（著作権法） 

○文芸、学術、美術、音楽、プログラ

ムなどの精神的作品を保護 

○死後５０年（法人は公表後５０年） 

回路配置利用権（半導体集積回路

配置法） 

○半導体集積回路の回路配置の利用

を保護 

育成者権（種苗法） 

○植物の新品種を保護 

○登録から２５年（樹木３０年） 

 

営業秘密（不正競争防止法） 

○ノウハウや顧客リストの盗用

などの不正競争行為を規制 

商標権（商標法） 

○商品・サービスに使用する 

マークを保護 

○登録から１０年（更新可） 

商号（商法・会社法） 

○登記された「商号」を保護 

商品等表示、商品形態（不正競

争防止法） 

○混同惹起行為 

○著名表示冒用行為 

○形態模倣行為（販売から３年） 

○ドメイン名の不正取得 

○誤認惹起行為 

参考資料 
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産業財産権の概要 

 

 
出典：特許庁主催 平成 24 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト 

『知的財産権制度入門』 
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産業財産権取得までの流れ【特許権】 

 
 ※特許権審査のファーストアクション期間（出願審査請求から、審査官による審査結果の

最初の通知（主に特許査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送されるまでの期間）

は、平均 25.9 ヶ月（平成 23 年）です。（出典：特許行政年次報告書 2012 年版（特許庁）） 

 

 
出典：特許庁主催 平成 24 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト 

『知的財産権制度入門』 
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産業財産権取得までの流れ【特許権】（続） 

 

出典：特許庁主催 平成 24 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト 

『知的財産権制度入門』 

 

○権利を発生させるためには、特許査定の謄本が特許出願人に送達されてから 30 日以内に、

第１年から第３年までの特許料を一括して納付する必要があります。（第１年から第３年ま

での特許料について、期間内に納付することができないときには、30 日以内に限り、納付

期間の延長を申請することができます。） 

○第１年から第３年までの特許料が納付されると、特許権の設定登録がなされ、この登録に

より特許権が発生します。特許権の存続期間は、出願から最長 20 年（一部例外あり）です

が、第４年以後も権利を維持するためには、当該年度に入る前までに次の年の特許料（一

般的に「年金」といいます。）を納付しなければなりません。（納付期限内に年金の納付が

なかったときは権利が消滅しますが、納付期限を過ぎてしまった場合でも、６月以内であ

ればその特許料と同額の割増特許料を納付すれば、引き続き権利を維持することができま

す。） 

 

出典：特許庁主催 平成 24 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト 

『知的財産権制度入門』 
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産業財産権取得までの流れ【実用新案権】 

 
出典：特許庁主催 平成 24 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト 

『知的財産権制度入門』 
 

産業財産権取得までの流れ【意匠権】 

 
出典：特許庁主催 平成 24 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト 

『知的財産権制度入門』 
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産業財産権取得までの流れ【商標権】 

 
出典：特許庁主催 平成 24 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト 

『知的財産権制度入門』 

 

  ※意匠権・商標権審査のファーストアクション期間（出願から、審査官による審査結果

の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送されるまでの期

間）は、意匠権は平均 6.6 ヶ月・商標権は平均 4.8 ヶ月（平成 23 年）です。（出典：

特許行政年次報告書 2012 年版（特許庁）） 
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国際出願の流れ【特許権】 

 

 
出典：特許庁主催 平成 24 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト 

『知的財産権制度入門』 
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国際出願の流れ【商標権】 

 

 

出典：特許庁主催 平成 24 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）テキスト 

『知的財産権制度入門』 
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産業財産権関係料金一覧 

 

※その他の手続きに必要な料金は、特許庁ホームページ<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm>の産業財

産権関係料金一覧でお確かめください。 

※弁理士に産業財産権に関する出願等の手続きを委任する場合には、別途手数料等が必要になります。 

出典：産業財産権関係料金一覧（特許庁） 
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審査請求料・特許料の減免制度 

減免制度は、特許権を取得・維持するために必要となる手数料等のうち、「審査

請求料」と「特許料」について、一定の要件を満たす場合に特許庁に納付する金

額が減免される制度です。 

 

 

※料金減免制度の詳しい内容、手続、申請書類の様式等について 

 <http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm> 



※工業振興課において、出典である標記報告書に記載されたデータを基に一部加工
【調査対象】
　①特許出願の経験がある企業（グループＡ：有効回答件数700件）
　②特許出願の経験がないと思われる企業（グループＢ：有効回答件数507件）

　特許等のデメリットとして、主に「費用負担」「手続きの煩雑さ」が挙げられており、その面での施策を検討する必要がある。（グループＢのみの調査。）

　経営上の重要な課題について、グールプＢでは「知財の活用」を挙げる企業は少ないものの、「技術力の強化」を挙げる企業は多く、特に特許出願経
験がない企業において、知的財産の持つ本来的な価値が浸透していないことが示唆される。

経済産業省関東経済産業局「平成23年度広域関東圏における中小企業の知財活用調査報告書」

非常に重

要である
14%

重要である
12%

どちらともい

えない
23%どちらかとい

えば重要では

ない
13%

重要では

ない
23%

無回答
15%

知財の活用（グループＢ（n=507））

非常に重

要である
42%

重要である
28%

どちらともいえ

ない
17%

どちらかとい

えば重要では

ない
3%

重要ではない
2%

無回答
8%

知財の活用（グループＡ（n=700））

非常に重要で

ある
41%

重要である
20%

どちらともいえ

ない
13%

どちらかとい

えば重要では

ない
5%

重要では

ない
8%

無回答
13%

技術力の強化（グループＢ

（n=507））

非常に重要で

ある
60%

重要である
21%

どちらともい

えない
8%

どちらかと

いえば重

要ではな

い

1%
重要ではない

1%

無回答
9%

技術力の強化（グループＡ

（n=700））

　特許等のデメリットとして、主に「費用負担」「手続きの煩雑さ」が挙げられており、その面での施策を検討する必要がある。（グループＢのみの調査。）

　職務発明に関する社内規定の整備状況は、グループＡ・グループＢともに低い傾向が見られ、こちらに関する施策の必要性も示唆される。

49.7 

7.1 

14.4 

2.6 

15.2 

19.9 

26.4 

5.7 

無回答

その他

権利を取得しようとする技術内容を対外的に

公開されてしまうこと

発注元との取引関係が悪化すること

権利を取得した特許等が侵害されても、訴訟

をすることが難しいこと

権利を取得する手続きが難しいこと

権利を維持するために費用がかかること

共同開発を行った場合など、権利の帰属の整

理が困難なこと

特許等の取得により想定されるデメリット

ｎ＝５０７（複数回答可）

ある
5%

ない
74%

無回答
21%

職務発明に関する社内規定

（グループＢ（n=507））

ある
31%

ない
68%

無回答
1%

職務発明に関する社内規定

（グループＡ（n=700））
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